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【手続補正書】
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【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　液透過性の表面シートと、液不透過性の裏面シートと、両シート間に介在された吸収体
とを備え、背側あるいは、腹側部のどちらか一方の左右両側縁部止着用の止着テープが配
され、この止着テープの一部または全部が面ファスナーの雄材で形成されており、この雄
材を腹側部あるいは背側部の左右両側縁部間に配された係止部に係止して着用する展開型
の使い捨ておむつであって
　前記係止部が製品の幅方向中心から左右両側縁に向かって延在して設けられており、か
つ、その係止部は、前記雄材との剥離強度が製品の幅方向中心部から左右両側縁方向に向
かって段階的または連続的に異なるように構成されている、ことを特徴とする使い捨てお
むつ。
【請求項２】
　前記係止部が、複数の係止部ユニットの集合により構成され、その係止部ユニットの配
置密度によって、剥離強度が異なるようにされている、請求項１記載の使い捨ておむつ。
【請求項３】
　係止部が、面ファスナーの雌材を裏面シートに接着して形成され、かつ、その雌材の雌
形素子の密度または高さの変化によって、剥離強度が異なるようにされている、請求項１
記載の使い捨ておむつ。
【請求項４】
　裏面シートそのものの一部が係止部とされている請求項１記載の使い捨ておむつ。
【請求項５】
　エンボスパターンが、裏面シート形成時におけるＭＤ方向またはＣＤ方向に沿って配列
されているパターンである、請求項４記載の使い捨ておむつ。
【請求項６】
　背側部の左右両側縁部間が伸縮する請求項１～５の何れか１項に記載の使い捨ておむつ
。
【請求項７】
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　止着テープの一部または全部が幅方向に伸縮する請求項１～６の何れか１項に記載の使
い捨ておむつ。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【発明の詳細な説明】
【発明の名称】使い捨ておむつ
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、面ファスナーを用いた使い捨ておむつに関する。
【背景技術】
【０００２】
　液透過性の表面シートと液不透過性の裏面シートと両シート間に介在された吸収体とを
備え、背側部の左右両側縁部に配された止着テープを腹側部の所定位置に配された止着部
に止着して着用する展開型の使い捨ておむつは良く知られている。
　この種の使い捨ておむつでは、止着テープの全部または一部を面ファスナーの雄材とす
るとともに、腹側胴部の所定位置に幅方向にわたって雌材を接着して係止部を形成し、前
記雄材を係止部たる雌材に圧接係止させて止着を行うようにした、止着機構として面ファ
スナー機構を採るものがある。
　近年では、雌材を接着して係止部を形成するのではなく、裏面シートの外面側を不織布
シートで構成するとともに、裏面シートの腹側胴部に幅方向にわたってエンボス加工する
などして、裏面シートそのものに係止部を形成した、ターゲットテープレスとも呼ばれる
面ファスナー機構を採るものも知られる。
　このような面ファスナー機構を採用して使い捨ておむつは、装着のさいに止着テープの
付けはがしをしても、係止力の低下がほとんど見られず、また、適度なせん断力をもって
止着でき装着感に優れる。
　一方、この種の面ファスナーを用いた使い捨ておむつでは、装着者の動きに対応すべく
、止着テープが接着されているフラップに伸縮性を持たせたり、止着テープそのものに伸
縮性を持たせたり、あるいは係止部形成領域に伸張性を持たせたりして、腹回りに伸縮性
を持たせて装着者が動きやすいように構成するのが一般的である。また、このように伸縮
性を積極的に付与しなくとも装着者の動きに伴う構成シート素材の伸び等によって少なか
らず腹回りは伸縮する。
【特許文献１】特開第３４９０６０８号公報
【特許文献２】特開平９－３１７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかし、従来の使い捨ておむつの係止部は、雄材との剥離強度が部位によって相違して
いない構成であり、例えば、きつめに装着しようとして止着テープを中心部側に引っ張っ
て係止させたときに、止着テープの収縮力等が強く作用して係止が外れやすくなり、反対
にゆるめに装着しようとして脇部に近い位置に係止させると止着テープの収縮力がほとん
ど作用せず必要のない強さで係止されるものであった。
　そしてこの構成では、腹回りが伸張した状態での必要十分な係止状態を担保しようとす
ると、係止部を構成する雌材シートやエンボス領域と止着テープとの剥離強度を強くする
ように構成するか、止着テープあるいはサイドフラップを伸びやすく構成して腹回りの伸
張力をゆるくするしかないが、剥離強度を強くする態様では止着テープの付け直しが容易
ではなくなり面ファスナーの利点が少なくなり、反対に腹回りの伸張力を弱めると前後身
頃のずれが生じやすくなってもれ発生の原因となる。
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　また、例えば、装着者の年齢などに起因する腹回りの形状や、寝返りなどの多動によっ
ては、前後身ごろがずれることが頻繁に生ずることがあり、このときには止着テープは、
製品長さ方向に向かって剥離させられることになることが多い。従って、このときには製
品の幅方向中心部よりも幅方向両側縁部のほうが前後身頃のずれ幅が大きくなるために、
製品の幅方向中心部よりも幅方向両側縁部のほうが剥離しにくいものが望まれる。
　そこで、本発明の主たる課題は、止着テープを係止部に対する止着位置がどこであって
も常に好適な強さの係止状態とすることができる、止着テープ式の使い捨ておむつを提供
することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　上記課題を解決した本発明およびその作用効果は次記のとおりである。
　＜請求項１記載の発明＞
　液透過性の表面シートと、液不透過性の裏面シートと、両シート間に介在された吸収体
とを備え、背側あるいは、腹側部のどちらか一方の左右両側縁部止着用の止着テープが配
され、この止着テープの一部または全部が面ファスナーの雄材で形成されており、この雄
材を腹側部あるいは背側部の左右両側縁部間に配された係止部に係止して着用する展開型
の使い捨ておむつであって
　前記係止部が製品の幅方向中心から左右両側縁に向かって延在して設けられており、か
つ、その係止部は、前記雄材との剥離強度が製品の幅方向中心部から左右両側縁方向に向
かって段階的または連続的に異なるように構成されている、ことを特徴とする使い捨てお
むつ。
【０００５】
　（作用効果）
　前記係止部が製品の幅方向中心から左右両側縁に向かって延在して設けられていると、
装着者の前面において幅広に形成されるので係止操作がしやすい。
　また、係止部のなかで雄材が係止される部位のうち、通常、最も遠い位置となり、係止
後に腹回りの伸張や装着者の動き、さらには装着者の体型などの影響による止着テープの
左右両側縁方向への引っ張りによる影響を受けて、意図せず係止状態が解除されやすいの
は、幅方向中心部である。一方で、左右両側縁部では通常状態ではこのような引っ張りの
影響をうけにくく意図せず係止状態が解除されることはあまりないが、装着者の移動によ
っては、前後身頃がずれることが頻繁に生ずることになるため、このような実態がよく起
こる態様では、むしろ製品の幅方向中心部よりも幅方向両側縁部のほうが係止状態が解除
されやすいともいえる。
　本発明の係止部は、雄材との剥離強度が製品の幅方向中心部から左右両側縁方向に向か
って段階的または連続的に異なる。すなわち、幅方向中心部から左右両側縁方向に向かっ
て段階的あるいは連続的に剥離強度が低くなるか、高くなるかされている。高くなるよう
にするか低くなるようにするかは、想定する装着者年齢や装着態様によって設計すればよ
い。例えば、乳児など動きがあまりない時期の製品であれば、中心部から幅方向両側縁に
向かって剥離強度を低くして、腹回りの伸張等により最も係止状態が解除されやすい製品
幅方向中央部でのしっかりと係止がなされるようにして、左右両側縁部では不要に強固に
係止がなされずもって付けはがしが容易な状態とすればよい。例えば、幼児用であれば、
反対に中心部から幅方向両側縁に向かって剥離強度を高くするなどすればよい。
　なお、剥離強度の左右両側縁方向に向かって低下あるいは向上させるにあたっては、あ
る程度の範囲ずつ段階的に低下させてもよいし連続的に低くなるようにしてもよい。
【０００６】
　＜請求項２記載の発明＞
　前記係止部が、複数の係止部ユニットの集合により構成され、その係止部ユニットの配
置密度によって、剥離強度が異なるようにされている、請求項１記載の使い捨ておむつ。
【０００７】
　（作用効果）
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　剥離強度を相違させるにあたっては、請求項２のように係止部を複数の係止部ユニット
の集合により構成し、その係止部ユニットの配置密度によって相違せしめれば簡易に達成
できる。例えば、面ファスナーの雌材を矩形あるいは丸型に小片化したものを、裏面シー
トに中央部で密に、左右両側縁部に行くに従って粗になるようにして貼り付けたり、ター
ゲットテープレスであれば、矩形あるいは丸型のエンボス付与領域を、中央部で密に左右
両側縁部に行くに従って粗になるように設けたりすればよい。
【０００８】
　＜請求項３記載の発明＞
　係止部が、面ファスナーの雌材を裏面シートに接着して形成され、かつ、その雌材の雌
形素子の密度または高さの変化によって、剥離強度が異なるようにされている、請求項１
記載の使い捨ておむつ。
【０００９】
　（作用効果）
　剥離強度を相違させるにあたっては、本発明の請求項３のように面ファスナーの雌材を
裏面シートに接着して形成するとともに、雌材の雌形素子の密度または高さの変化によっ
て、相違せしめても簡易に達成できる。なお、雌形素子とは、雌材の係止面に形成された
繊維のループまたはアーチである。なお、面ファスナーは、このループあるいはアーチが
雄材の鈎形あるいはきのこ状の膨頭形等の立毛状雄形素子と係止して両材の接着がなされ
ることはいうまでもない。
【００１０】
　＜請求項４記載の発明＞
　裏面シートそのものの一部が係止部とされている請求項１記載の使い捨ておむつ。
【００１１】
　（作用効果）
　本発明では、裏面シートそのものの一部が係止部とすることができる。例えば、裏面シ
ートの最外層が不織布であり、この一部に雄材が係止する雌型素子を形成して係止部とす
る。いわゆるターゲットテープレスとも呼ばれる態様である。係止部の形成方法としては
、エンボス加工、波加工、ピン等で毛羽をだす加工など適宜の方法を採ることができる。
　ここで、エンボス加工を採るならば、剥離強度を相違させるにあたって、エンボスの深
さまたは密度を相違せしめて簡易に達成できる。例えば、エンボス加工を施すと雌形素子
が潰された状態となる。そして、この潰れ具合により剥離強度が変化することになるが、
エンボスが深くまた密であるほど雌形素子が潰れてその部分の剥離強度が低くなる。従っ
て、裏面シートの外面が不織布シートなどの繊維シートで形成されたターゲットテープレ
スの場合に、中央部から左右両側縁に向かってエンボスを粗にしたり、エンボス深さを浅
くしたりすることにより、剥離強度を相違せしめることができる。
【００１２】
　＜請求項５記載の発明＞
　エンボスパターンが、裏面シート形成時におけるＭＤ方向またはＣＤ方向に沿って配列
されているパターンである、請求項４記載の使い捨ておむつ。
【００１３】
　（作用効果）
　エンボスパターンが、裏面シート形成時におけるＭＤ方向またはＣＤ方向に沿って配列
されているパターンであることとすると、止着テープの引き剥がし時における繊維の毛羽
立ちが少ないものとなる。
　特に、裏面シートは、製品の長手方向（展開状態にいて背側部から腹側部に向かう方向
）がＭＤ方向となるのが一般的であることを考慮すれば、ＣＤ方向に沿う方向にエンボス
パターンが配されているのがより好適である。
【００１４】
　＜請求項６記載の発明＞
　背側部の左右両側縁部間が伸縮する請求項１～５の何れか１項に記載の使い捨ておむつ
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。
【００１５】
　（作用効果）
　背側部の左右両側縁部間が伸縮するようにすると、装着者の体型あるいは動きによる腹
回りの伸縮変形の許容範囲を大きくすることができる。
【００１６】
　＜請求項７記載の発明＞
　止着テープの一部または全部が幅方向に伸縮する請求項１～６の何れか１項に記載の使
い捨ておむつ。
【００１７】
　（作用効果）
　止着テープの一部または全部が幅方向に伸縮すると、請求項６記載の発明と同様に、装
着者の体型あるいは動きによる腹回りの伸縮変形の許容範囲を大きくすることができる。
【発明の効果】
【００１８】
　以上詳述のとおり、本発明によれば、係止部のどこに止着しても常に好適な強さの係止
状態とすることができる。特に、腹回りの伸張等の影響を受けて係止が解除されやすい中
央部で強固に係止でき、解除のおそれがすくない左右両則縁部で過度に強固に係止となら
ない、止着テープ式の使い捨ておむつが提供される。
【００１９】
　ここで、本発明あるいは明細書中にいう剥離強度の測定方法は係止部の各部位を測定す
るにあたって測定方法を変化させなければ測定方法は特に限定されないのであり、要は雄
材と雌材とを接合したのち剥離させるときの力を測定できる方法で測定されればよい。特
に適する剥離強度の測定方法については後述する。
【００２０】
　また、本明細書中において装着状態での係止部に対する止着テープの係止の外れやすさ
を係止力ということがある。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２１】
　次いで、本発明の実施の形態を図面を参照しながら以下に詳述する。
　（第１の実施の形態）
　図１は、本発明にかかる止着式の使い捨ておむつＺ１である。この使い捨ておむつＺは
、使用者の肌側に位置する透液性の表面シート１１と、製品の外側に位置して実質的に液
を透過させない不透液性の裏面シート１２と、これらの間に設けられた例えば長方形又は
好ましくは砂時計型のある程度剛性を有する吸収体１３と備え、背側部の左右両側縁部に
止着用の止着テープＹ１、Ｙ２が配されている。
【００２２】
　この止着テープＹ１，Ｙ２は、左右両側縁に接着されている部位を除き面ファスナーの
雄材ｙ１，ｙ２で形成されており、この雄材が係止する係止部Ｘ１，Ｘ２が裏面シート１
２の外面腹側部に配されている。
【００２３】
　裏面シート１２は、吸収体１３より幅広で、長手方向のほぼ中央部に左右両側縁が円弧
形状に切り取られてなる足周り縁が形成された略方形をなし、ポリエチレンフィルム等の
不透液性フィルムシート１２Ａの外面に肌触り性向上のため外装用不織布シート１２Ｂが
積層されこれらがホットメルト接着剤を介して行われるエンボス加工などにより圧着され
て形成されている。前記外装不織布シート１２Ｂは表面の繊維ループ、繊維アーチが密で
あり、前記雄材と係止はしないように構成されている。なお、本形態では、必ずしも不織
布シートを配する必要はなく、不透液性フィルムシートのみで裏面シートを形成すること
もできる。
【００２４】
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　ここで、裏面シート１２は、０．５～４．０ｇ／１００ｃｍ２ｈｒの透湿度を有するよ
うに構成されているのが望ましく、また、不透液性フィルムシート１２Ａと不織布シート
１２Ｂとが、１１５～１３５ｇ／２５ｍｍの剥離強度となるようにして接着されているの
が望ましい。なお、この剥離強度とは、２５°Ｃ、６５％ＲＨの条件下の裏面シート１２
を原反の幅方向（横方向）に幅２５ｍｍ、長さ１００ｍｍでサンプリングし、一端から３
００ｍｍ／分の速度で剥離する場合の１８０°剥離強度をいう。
【００２５】
　裏面シート１２に用いられる不透液性フィルムシート１２Ａは、吸収性物品の裏面シー
ト１２として用いられる既知の不透液性フィルムシートが使用でき、特に、限定されるも
のではない。具体例としては、ポリエチレンシート、ポリプロピレンシート、ポリウレタ
ンシート、ポリエチレンテレフタレートシート等の各種合成樹脂性シートや、これらの合
成樹脂性シートに通気性を付与すべく多数の微細な通気孔を設けた多孔性合成樹脂性シー
トなどが挙げられる。不透液性フィルムシートの厚みや剛性は、積層する不織布シートの
厚みや剛性などを考慮して、既知の基準に従って適宜選択すればよい。
【００２６】
　裏面シート１２に用いられる不織布シートは、吸収性物品の裏面シートに用いられる既
知の不織布シートが使用でき、例えば、ポリエチレンまたはポリプロピレン等のオレフィ
ン系、ポリエステル系、ポリアミド系等の合成繊維、レーヨンやキュプラ等の再生繊維、
綿等の天然繊維などからなるウェブに対して、スパンレース法、スパンボンド法、サーマ
ルボンド法、メルトブローン法、ニードルパンチ法、熱収縮法等の適宜の加工を施して形
成した不織布等を用いることができる。なお、加工法の内、スパンレース法は柔軟性、ド
レープ性に富むようになる点で優れ、サーマルボンド法は嵩高でソフトに富むようになる
点で優れ、目的に応じて適宜選択することができる。ここで、不織布シートは、積層不織
布シートであってもよく、例えば、スパンボンド法によりウェブを形成したスパンボンド
不織布（Ｓ）層と；メルトブローン法によりウェブを形成したメルトブローン不織布層（
Ｍ）とを２層以上適宜積層させた不織布積層体を素材として使用することができる。
【００２７】
　一方、係止部Ｘ１は裏面シート１２に雌材シートをホットメルト接着剤によって貼付し
て形成されている。この係止部Ｘ１は、製品腹側において製品幅方向中心から左右両側縁
に向かって延在して設けられている。なお、図示例では、係止部は、望ましい形態として
横長矩形とされているが、特に矩形に限られるものではない。他の形状であってもよい。
裏面シート１２への接着方法は用いる雌材に応じた適宜の既知の方法によればよい。
【００２８】
　ここで、本発明の係止部Ｘ１は、特徴的に、製品の幅方向中心部から左右両側縁方向に
向かって、止着テープＹ１，Ｙ２の雄材とｙ１，ｙ２の剥離強度が段階的に変化するよう
に構成されている。図示例では、係止部Ｘ１が５区画に区分けされていて、図３にその区
画と剥離強度との関係が示されるように、中央に位置する区画Ｄ１の剥離強度が最も高く
、それに隣接する区画Ｄ２、さらにその区画Ｄ２に隣接する区画Ｄ３の順で剥離強度が低
下するように構成されている。各区画の具体的な剥離強度は適宜定めることができるが、
概ね、剥離強度が１００ｇｆ～１５００ｇｆ、好ましくは１４０～４００ｇｆの範囲で差
をもって段階分けするのが望ましい。なお、剥離強度が１００ｇｆ未満である十分な係止
が得られず、１５００ｋｇｆを超えると、係止力が強すぎて着け剥がしのさいなどに係止
部の毛羽立ちが生じやすくなる。なお、この剥離強度の測定方法は、次記のようにして測
定する。まず、幅５０ｍｍ×長さ１００ｍｍの布テープを幅方向に二つ織りにして幅２５
ｍｍ×１００ｍｍの二つ折り布テープとし、この布テープの一方端に止着テープをしっか
りと貼付する。この際、止着テープの雄材が、布テープの先端よりも外方に位置するよう
にする。
【００２９】
　一方で、ステンレス製平板に、本願発明にかかる雌材を雌型素子形成面を上面として両
面粘着テープにて貼付する。さらに、両端をクラフトテープで固定する。
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【００３０】
　次いで、雄材と雌型素子形成面とを接触させたのち、これらの上を質量２ｋｇのローラ
で布テープ側から一往復させて止着テープと雌基材シートを圧着する。さらに、布テープ
の止着テープ貼付反対側他方端に１ｋｇの分銅を１０秒間吊り下げて圧着部分にせん断力
をかけ係止を確実なものとする。
【００３１】
　その後に、ステンレス平板と布テープの止着テープ貼付反対側他方端とを引張試験機の
治具でチャックする。このときステンレス平板に対して布テープの止着テープ貼付反対側
他方端をチャックする治具の引張方向が９０°となるようにする。
【００３２】
　かくして最終剥離角度９０°となるように治具を引張試験機にセットしたのち、３００
ｍｍ／ｍｉｎで圧着部分を剥離し、そのときに測定される凹凸加重平均値を剥離強度とす
る。なお、測定値は有効測定値の３～１０回の平均とする。また、測定にあたって試料の
設置は、測定がＣＤ対ＣＤ方向の測定となるようにする。さらに、試験片の大きさは、雄
材４７ｍｍ±３ｍｍ（ＭＤ方向）×９３ｍｍ（ＣＤ方向）、雌基材シート２３．５±１．
５ｍｍ（ＭＤ方向）×２４ｍｍ（ＣＤ方向）となるようにする。
【００３３】
　他方、係止部の区画数は、図示例の５区画に限られるものではなく３区画でもよいし５
区画以上あってもよい。ただし、剥離強度を段階的に低下するようにするのであれば、止
着テープに形成された雄材が収まる大きさの区画であるのが望ましい。
【００３４】
　なお、本形態では、製品幅方向中心線において線対称となる位置にある区画同士の剥離
強度が同一となるように構成されているが、必ずしも同じにする必要はない。
【００３５】
　さらに、図４に示す剥離強度と係止部の位置との関係のように、区画を設けずに製品幅
方向の中央部から両側縁に向かって連続的に剥離強度が低下するように構成してもよい。
【００３６】
　また、係止部Ｘ１は区画によらず、止着テープの雄材とのせん断力を、１ｋｇ～１０ｋ
ｇ、好ましくは３～８ｋｇとなるように設計するのが望ましい。１ｋｇ未満であると係止
が解除されやすく、反対に１０ｋｇを超えると、係止が強すぎる。なお、このせん断力の
測定方法は、以下のようにして測定する。まず、ステンレス製平板に、本願発明にかかる
雌基材シートを雌型素子形成面を上面として両面粘着テープにて貼付する。さらに、両端
をクラフトテープで固定する。このとき雌基材シートの周囲にはステンレス製平板の余白
が残るようにする。
【００３７】
　次いで、止着テープの雄材を前記雌型素子形成面に接触させたのち、これらの上を質量
２ｋｇのローラで布テープ側から一往復させて雄材と雌基材シートを圧着する。
【００３８】
　その後に、ステンレス製平板の余白部分と止着テープの一端とを引張試験機の治具でチ
ャックする。このときチャック間距離を５０ｍｍにする。かくしてチャッキングが完了し
たならば、治具を雄材と雌基材シートとのせん断方向に引張速度３０ｍｍ／ｍｉｎで引っ
張り、最大せん断力を測定する。なお、測定値は有効測定値の３～１０回の平均とする。
また、測定にあたって試料の設置は、測定がＣＤ対ＣＤ方向の測定となるようにする。さ
らに、試験片の大きさは、雄材４７ｍｍ±３ｍｍ（ＭＤ方向）×９３ｍｍ（ＣＤ方向）、
雌基材シート２３．５±１．５ｍｍ（ＭＤ方向）×２４ｍｍ（ＣＤ方向）となるようにす
る。
【００３９】
　ここで、係止部Ｘ１を構成する面ファスナーの雌材は、止着テープＹ１、Ｙ２に設けら
れた雄材との係止に適した雌型素子を備えるシート状物で構成され、従来例における既知
の各種雌材シートそのものを用いることができる。雌材シートは、例えば、一方面にルー
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プ状またはアーチ状の雌型素子を多数形成した織布、合成繊維、再生繊維、綿等の天然繊
維などからなるウェブを、スパンレース法等の適宜の加工法を施して片面にループ状、ア
ーチ状の雌型素子を多数顕著に形成した不織布あるいはこれを基材シートに貼付して形成
したもの用いることができる。ここで、上記のように係止部Ｘ１の区画毎の段階的なある
いは連続的な剥離強度の相違を達成せしめるにあたっては、例えば、区画毎に雌型素子の
密度の相違する雌材を用いればよい。また、一枚の雌材シートを区画毎にエンボス加工に
よりするなどして雌型素子を適度につぶすことにより達成できる。
【００４０】
　一方、止着テープＹ１、Ｙ２の一部または全部を構成する面ファスナーの雄材は、係止
部に用いられる雌材の雌形素子と係止する鈎形あるいはきのこ状の膨頭形等の立毛状雄形
素子を有する雄材シートで構成される。この雄材シートから止着テープを製造する方法は
、既知の方法による。特に限定されない。また、鈎形あるいはきのこ状の膨頭形等の立毛
状雄形素子の大きさ、密度なども雌材との関係で適当な剥離強度となる範囲で適宜選択す
ればよい。
【００４１】
　他方、図示はしないが、本形態の使い捨ておむつＺ１は、止着テープ間方向に延在する
多数の弾性伸縮性の糸ゴムが配されて、背側の止着テープＹ１、Ｙ２間が伸縮するように
構成されている。これにより止着時における止着テープＹ１、Ｙ２の止着許容範囲が広が
り、もって装着者の体型の相違による止着可能許容範囲が広がる。また、伸縮によって装
着時のフィット感も向上する。糸ゴムによって背側の止着テープＹ１、Ｙ２間が伸縮する
ようにするのではなく、止着テープＹ１、Ｙ２の先端部と基端との間にエラストマーシー
トなどの適当な伸縮部材を介在させるとともに、その介在された伸縮部材よりも先端側に
面ファスナーの雄材を配して止着テープＹ１、Ｙ２そのものが伸縮する構成としてもよい
。さらには、止着テープＹ１、Ｙ２が接着さるいわゆるサイドスラップ部分と他の部分と
の間にエラストマーシートなどの伸縮部材を介在させることにより、背側の止着テープＹ
１，Ｙ２間が伸縮するように構成してもよい。これらのように構成しても、フィット感の
向上や体型の相違に対する許容範囲の向上効果は得られる。なお、糸ゴムや伸縮部材の伸
張力については既知の使い捨ておむつに採用される範囲で問題なく設計できる。
【００４２】
　一方、表面シート１１は本形態では裏面シート１２と同形状であり吸収体１３の側縁よ
り外方に延在して、裏面シート１２とホットメルト接着剤などにより接着されている。表
面シート１１は、スパンボンド不織布、エアスルー不織布、ＳＭＳ不織布、ポイントボン
ド不織布等の各種不織布の他、透液性を確保できる範囲でポリエチレンフィルム等のプラ
スチックフィルムや、プラスチックフィルムと不織布とをラミネートしたラミネート不織
布も用いることができる。また、ナイロン、ポリエチレンテレフタレート等の糸を平織り
等したネット状の素材を用いることもできる。
【００４３】
　吸収体１３は、積繊パルプやトウからなる繊維集合体に吸収性ポリマーを内在させたも
のをパルプシートなど包皮して形成されている。前記繊維集合体を構成する繊維（以下、
単にトウ構成繊維という）としては、例えば、多糖類又はその誘導体（セルロース、セル
ロースエステル、キチン、キトサンなど）、合成高分子（ポリエチレン、ポリプロピレン
、ポリアミド、ポリエステル、ポリラクタアミド、ポリビニルアセテートなど）などであ
り、特に、セルロースエステルおよびセルロースが好ましい。
【００４４】
　前記高吸収性ポリマーとしては、カルボキシメチルセルロース、ポリアクリル酸および
その塩類、アクリル酸塩重合体架橋物、澱粉－アクリル酸グラフト共重合体、澱粉－アク
リロニトリルグラフト共重合体の加水分解物、ポリオキシエチレン架橋物、カルボキシメ
チルセルロース架橋物、ポリエチレンオキサイド、ポリアクリルアミド等の水膨欄性ポリ
マーを部分架橋したもの、あるいはイソブチレンとマレイン酸との共重合体等が好適に用
いられる。製品の吸湿によるブロッキング性を抑制するためにブロッキング防止剤が添加
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されたものも用いることができる。また高吸収性ポリマーとしては、粉体状、粒子状、顆
粒状、ペレット状、ゾル状、サスペンジョン状、ゲル状、フィルム状、不織布状等のさま
ざまな形態をもったものがあるが、これらはいずれも本発明において使用可能であり、特
に粒子状のものが好適に使用される。
【００４５】
　なお、本発明の吸収性物品はこの形態に限定されるわけではない。例えば、使い捨てお
むつ等において用いられる糸ゴムなどの弾性伸縮部材を各所に配した形態とすることがで
きる。表面シートと吸収体との間に、体液拡散等の目的でセカンドシートを設けた形態と
することもできる。
【００４６】
　（第２の実施の形態）
　第１の実施形態では、止着テープＹ１、Ｙ２の係止部Ｘ１、Ｘ２として雌材を裏面シー
トに貼付した形態であったが、本第２の実施形態は、雌材を裏面シートに貼付するのでは
なく、裏面シート１２そのものの外面の一部に適宜エンボス加工を施すことにより雌材で
ある係止部Ｘ１、Ｘ２を形成したいわゆるターゲットテープレスともよばれる形態である
。この第２の実施の形態にかかる使い捨ておむつＺ２を図２に示す。以下、第１の実施の
形態と相違する点を中心に第２の形態を説明する。
【００４７】
　第１の形態にかかる裏面シート１２は、かならずしも外装用不織布シート１２Ｂを配す
る必要はないが、第２の形態では、肌触り性向上のためとともに係止部形成のため外面側
には常に不織布シート１２Ｂあるいは織布シートが配される。不織布シート１２Ｂと不透
液性フィルムシート１２Ａとの接着態様は、ホットメルト接着剤を介して行われるエンボ
ス加工などにより圧着される。この不織布シート１２Ｂの、好適な坪量は、１０～１００
ｇ／ｍ2 、更に好ましくは２０～６０ｇ／ｍ2 である。不織布シートの坪量が１０ｇ／ｍ
2 未満であると、オス材の絡む空間が十分に維持されず、また止着テープを剥離させる際
に不織布シートの破壊が生じ、１００ｇ／ｍ2 を超えると、不織布シートの生産性が悪く
なるとともに、係止部以外の部位への止着テープの止着が顕著となるので好ましくない。
【００４８】
　他方、本形態の裏面シート１２では、係止部Ｘ１が形成される範囲を含む範囲において
、外装用不織布シート１２Ｂと不透液性フィルムシート１２Ａとの間に、中間不織布シー
ト１２Ｃが配されている。中間不織布シート１２Ｃを介在させることにより、当該部位が
嵩高になり止着テープＹ１、Ｙ２を係止部Ｘ１に圧接させたときの押し込み感に優れるよ
うになり、また、層間剥離強度が向上されて止着テープＹ１、Ｙ２の着け剥がしにともな
う外装不織布シート１２Ｂの層間剥離が防止される。ここで、中間不織布シート１２Ｃの
介在部における不透液性フィルムシート１２Ａと不織布シート１２Ｂとは、１７５～１９
５ｇ／２５ｍｍの剥離強度となるようにするのが望ましい。なお、この剥離強度は、２５
°Ｃ、６５％ＲＨの条件下の裏面シート１２を原反の幅方向（横方向）に幅２５ｍｍ、長
さ１００ｍｍでサンプリングし、一端から３００ｍｍ／分の速度で剥離する場合の１８０
°剥離強度をいう。
【００４９】
　係止部を形成するためのエンボス付与の方法は既知方法による。例えば、裏面シート１
２を製造したのち、所定位置にエンボス用凸パターンを形成した凸エンボスロールと、こ
れに対向する凸エンボスロールの凸部が押し込まれる程度の柔軟性を備えるゴムロールを
備えるエンボス装置に、不織布シート側が凸エンボスロール側となるように供給して施す
のがよい。なお、凸エンボスロールの凸部に対応する凹部が形成された凹エンボスロール
を備えるエンボス装置を用いてもよい。なお、本形態の係止部も、第１の形態と同様に剥
離強度の相違する５区画を備える。区画毎の剥離強度の相違は、エンボス密度により相違
せしめている。エンボス深さによっても相違させることができる。
【００５０】
　なお、具体的にどの程度のエンボス深さ、エンボス密度にするかは、不織布シートの坪
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量および雄材の構成による。適宜設計する。ここで、係止部として付与するエンボスのパ
ターンは、この種のターゲットテープレスタイプで行われる既知のパターンを採用できる
が、好ましくは、裏面シート形成時におけるＭＤ方向またはＣＤ方向に沿ってエンボスが
配列されているパターンである。このパターンでは、通常、製品時に長手方向または幅方
向に沿ったエンボスが配されるパターンとなり、もって、止着テープの付けはがしによる
毛羽立ちが少ないものとなる。
【００５１】
　特には、図示はしないが、エンボスが製品長手方向に沿って配されていると、腹回りの
伸縮性および通気性の点で優れる。製造方法にもよるが、裏面シートのＭＤ方向が製品幅
方向となる製法が好ましい製法として一般的であることを考慮すれば、エンボスパターン
はエンボスが裏面シート形成時のおけるＣＤ方向に沿うパターンがよい。ここで、本発明
においては、製品長手方向に沿って設けられているとは、必ずしも直線状のエンボスによ
るものに限られず、製品長手方向側に長いジグザグ状のエンボスでも製品長手方向に沿う
ものである。また、図示はしないが、製品長手方向が長辺となる楕円形のエンボスパター
ンも製品長手方向に沿うものである。エンボスの長手方向が製品長手方向に沿っていれば
よい。
【００５２】
　なお、第２の形態に特有である構成以外の構成については、第１の実施の形態と同様で
ある。例えば、表面シート、吸収体、係止部の位置、範囲、大きさ、止着テープの構成な
どは第１の実施の形態と同様である。
【００５３】
　（第３の実施の形態）
　第３の実施の形態にかかる使い捨ておむつＺ３を図５に示す。第３の形態にかかる使い
捨ておむつＺ３は、係止部Ｘ１が複数の係止部ユニットｘ、ｘ…の集合によって形成され
ている。これら係止部ユニットｘ、ｘ…は、面ファスナーの雌材シートを小片化して形成
されたものである。そして、係止部は、これら係止部ユニットｘ、ｘ…の大きさが相違す
る５区画から形成されており、中央に位置する区画Ｄ１に最も大きな係止部ユニットが用
いられていて剥離強度が最も高くされており、それに隣接する区画Ｄ２、さらにその区画
Ｄ２に隣接する区画Ｄ３の順で用いられる係止部ユニットの大きさが小さくされ、もって
両側縁に向かって剥離強度が低下するように構成されている。なお、係止部ユニットｘ、
ｘ…の大きさは各区画で同一として、その配置密度の相違によって各区画における雄材と
の剥離強度が相違するように構成してもよい。その他の構成は、第１の実施の形態と同様
である。
【００５４】
　（その他）
　上記各態様は、製品幅方向中心部から左右両側縁に向かって剥離強度が低くなる態様で
あったが、本発明においては反対に、係止部を製品幅方向中心部から左右両側縁に向かっ
て剥離強度が高くなるようにした形態でもよい。この場合において、係止部の雌材剥離強
度の相違の仕方などは上記態様に基づく。
【産業上の利用可能性】
【００５５】
　本発明は、面ファスナー機構を用いた使い捨ておむつのほか、面ファスナー機構を用い
た手術衣、包装材等の使い捨て製品にも利用可能である。
【図面の簡単な説明】
【００５６】
【図１】本発明にかかる止着テープ式の使い捨ておむつを示す第１の形態の展開図である
。
【図２】剥離強度の段階的な相違を説明するための図である。
【図３】剥離強度が連続的に変化する場合を説明するための図である。
【図４】第２の形態の使い捨ておむつの平面図である。
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【図５】第３の形態の使い捨ておむつの平面図である。
【符号の説明】
【００５７】
　Ｘ１…係止部、Ｙ１、Ｙ２…止着テープ、ｙ１、ｙ２…雄材、Ｚ１，Ｚ２，Ｚ３…使い
捨ておむつ、１１…表面シート、１２…裏面シート、１２Ａ…不透液性フィルムシート、
１２Ｂ，１２Ｃ…不織布シート、Ｅ…エンボス、ＳＴ…腹側長手方向端縁。
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